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都市創造部 都市計画課１．立地適正化計画の背景

〇地方都市においては、今後30年間で２割から３割強の激しい人口減少が見込まれる。

〇老年人口の伸び率は鈍化する一方で、15～64歳人口は３割から４割減少すると見込まれる。

出典：国土交通省
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〇香芝市の人口は、平成後期まで増加傾向にあったが、令和２年から減少に転じ、今後も

緩やかな人口減少が予測される。

出典：住民基本台帳
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〇10代後半から20代前半にかけて、進学や就職が理由と思われる他市町村への転出が多い。

〇20代後半から30代前半にかけて、結婚や出産が理由と思われる香芝市内への転入が多い。

出典：住民基本台帳人口移動報告
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〇15歳未満の人口比率は奈良県内で最も高く、65歳以上の人口比率は最も低い。

〇単独世帯が少なく、子どものいる世帯の割合が高い。
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【人口減少及び少子高齢化によって、都市が抱える課題】

①人口密度の低下による１人あたりの行政コストの増大

②都市（市街地）のスポンジ化

③公共交通利用者減からなる、不採算路線からの撤退によるサービス水準の低下

④小売業者等の減少からなる地域経済の衰退

出典：国土交通省資料抜粋

持続可能で安全・安心して暮らせる都市づくりを進めるためには、これまでの土地利用規制

等で都市をコントロールするだけではなく、都市の住民・企業の活動等にこれまで以上に着

目し、量ではなく質の向上を図るために 都市を「マネジメント」するという新たな視点を

もって取り組んでいく必要があります。

出典：国土交通省資料抜粋
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都市創造部 都市計画課１．立地適正化計画の背景

【コンパクト・プラス・ネットワークの考え方】

出典：国土交通省資料
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市街化区域
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都市創造部 都市計画課２．立地適正化計画とは

②都市機能誘導区域

医療・福祉・商業施設等の都市機能を誘導し集約する
ことで、各種サービスの効率的な提供を図る区域

①居住誘導区域

一定のエリアにおいて人口密度を維持することで、生
活サービス等が持続的に確保されるよう、居住を誘導
する区域

出典：国土交通省HP

【立地適正化計画区域のイメージ】

③誘導施設

居住者の共同の福祉や利便の向上を図る施設
（病院、商業施設、公共施設等）

市街化区域

開発や住宅、都市施設等の立地を促進する区域
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都市創造部 都市計画課２．立地適正化計画とは

〇誘導区域外で開発・建築行為を行うためには市への届出が必要であり、規制ではな
く誘導によって、都市の集約を図ります。

市街化区域

居住誘導区域

都市機能誘導区域
（誘導施設は病院）

都市機能誘導区域
（誘導施設は商業施設）

届出は不要

３戸以上の場合、届出が必要

届出が必要

届出が必要

【立地適正化計画における届出制度】



３．立地適正化計画検討のポイント
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都市創造部 都市計画課３．立地適正化計画検討のポイント

①まちづくりの方針（ターゲット）の検討

→どのようなまちづくりを目指すのか。

②目指すべき都市の骨格構造、課題解決のための施策・誘導方針（ストーリー）の検討

→どこを香芝市の拠点とするのか。

都市が抱える課題をどのように解決するのか。

どこにどのような都市機能を誘導するのか。

③誘導施設、誘導区域等及び誘導施策の検討

→どのような施設を誘導施設に位置づけるのか。

都市機能誘導区域、居住誘導区域をどう設定するのか。

都市の防災性と居住の安全性をどのように確保していくのか。

施設を誘導していくためにどのような施策を講じるのか。
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都市創造部 都市計画課３．立地適正化計画検討のポイント

香芝市

立地適正化計画

住宅

交通

商業

工業

公共

施設
環境

農業

福祉

医療

〇立地適正化計画を検討していくためには、公共交通の充実、防災、公共施設の再編、医
療・福祉、商業等のまちづくりに関わる様々な計画や関係施策との整合性や相乗効果等
を考慮しつつ、総合的に検討することが必要となってきます。

〇庁内検討部会では、各分野の施設の立地の動向やまちづくりの方針の情報共有・議論し、
立地適正化計画を策定します。



４．立地適正化計画策定のメリット
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都市創造部 都市計画課４．立地適正化計画策定のメリット

〇立地適正化計画を策定することで、国からの社会資本整備交付金の重点配分対象となり、
「都市構造再編集中支援事業」等の様々な事業実施が可能となります。

出典：国土交通省
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都市創造部 都市計画課４．立地適正化計画策定のメリット

出典：国土交通省
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都市創造部 都市計画課４．立地適正化計画策定のメリット

出典：国土交通省

【居住誘導区域等権利設定等促進事業】

〇災害ハザードエリアからの居住誘導区域へ住宅移転費用の補助
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都市創造部 都市計画課４．立地適正化計画策定のメリット

出典：国土交通省

【エリア価値向上整備事業】

〇既存ストックを活用し、まちの活力向上につながる事業の促進
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都市創造部 都市計画課４．立地適正化計画策定のメリット

出典：国土交通省

【事例１：大阪府高槻市】
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都市創造部 都市計画課４．立地適正化計画策定のメリット

出典：国土交通省

【事例２：長野県小諸市】
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都市創造部 都市計画課４．立地適正化計画策定のメリット

出典：国土交通省

【事例３：和歌山県新宮市】
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５．立地適正化計画検討の進め方
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都市創造部 都市計画課５．立地適正化計画検討の進め方

将来人口推計、都市機能の立地、土地利用の現況や公共交通の
利用状況、市民意向調査等の現況整理

目指すべき都市像の設定、基本方針作成

誘導区域及び誘導施設の案の作成

計画案の作成

現状の問題点、課題の整理
上位計画や各課の施策等
について整理

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

防災指針の検討

施策・事業の検討

定量的な目標・施策の評価指標の検討



６．立地適正化計画策定の

スケジュール
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都市創造部 都市計画課６．立地適正化計画策定のスケジュール

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

①上位計画や関連施策等の整理

②基礎データの把握・課題の整理

③現状の問題点、課題の整理

④住民意向の把握

⑤基本方針の検討・作成

⑥防災指針の検討

⑦誘導区域の設定

⑧誘導施策の検討

⑨数値目標の設定

⑩庁内検討部会

⑪策定委員会

⑫都市計画審議会

⑬パブリックコメント

⑬報告書作成

令和４年度 令和５年度

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

各
種
会
議

都市機能・居住誘導区域（案）の検討 適宜調整

第１回 第２回

適宜調整

令和５年３月に改定予定の

地域防災計画との整合性

第３回

第３回第２回

第２回

パブコメ意見整理

適宜調整

第１回

立地適正化計画に

ついての理解

現況整理・アンケート結果の

共有及び関係施策等の把握

誘導区域・施策の共有

都市機能誘導施策（案）の作成

都市機能誘導施策（案）の作成

完了

パブコメ前素案確認

第１回

オリエンテーション

誘導区域・施策の調整



次回は、3月15日の開催

を予定しています。
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